
Ｃ．複合建築物の場合

ア：予め審査機関での技術的審査を受けた後に認定申請する場合

ウ：ア、イ以外で、認定申請する場合

ア：予め審査機関での技術的審査を受けた後に認定申請する場合

イ：簡易な評価方法で評価されたもので認定申請する場合

ウ：ア、イ以外で認定申請する場合

区分

非住宅建築物
（床面積）

イ：簡易な評価方法で評価されたもので認定申請する場合

Ｂ．非住宅の場合

ア イ

認定(円) 変更認定(円) 認定(円) 変更認定(円)

共
同
住
宅
等

住戸部分

共用部分
(床面積)

区分
ア イ

変更認定(円)変更認定(円) 認定(円)認定(円)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

Ａ．住宅の場合

ウ

認定(円) 変更認定(円)

一戸建ての住宅

ウ

認定(円) 変更認定(円)

申請対象部分が次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算する。
（1）一戸の住宅の用途に供する部分を有する場合　Aの表に掲げる一戸建ての住宅の手数料の金額
（2）共同住宅等の用途に供する部分を有する建築物で共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算定する場合　ア及
　　  びイの金額を合算した額
　　　　ア　住戸部分の総戸数に応じたAの表に掲げる共同住宅等の住戸部分の手数料の金額
　　　　イ　共用部分の床面積に応じたAの表に掲げる共同住宅等の共用部分の手数料の金額
（3）共同住宅等の用途に供する部分を有する建築物で共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算定しない場合（2）
        のアの額
（4）住宅以外の用途に供する部分を有する場合　住宅以外の用途に供する部分の床面積に応じたBの表に掲げる非住宅建
        築物の手数料の金額

1棟あたりの手数料


